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かながわボランタリー活動推進基金21条例の一部を改正する条例

かながわボランタリー活動推進基金21条例（平成13年神奈川県条例第10号）の一部を次のように改
正する。
第 3条第 1項第 1号を次のように改める。
⑴ 県が昭和53年度から平成12年度までに一般会計において市町に対して貸し付けた住宅資金市町
村貸付金に係る債権

第 3条第 1項第 2号中「現金」を「次に掲げる現金」に改め、同号オ中「並びにエ」を「、エに掲げ
る償還金並びにオ」に改め、同号中オをカとし、エをオとし、ウの次に次のように加える。
エ 県が昭和63年度から平成 9年度までに一般会計において神奈川県住宅供給公社に対して貸し
付けた賃貸住宅建設資金貸付金の償還金
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
神奈川県住宅供給公社に貸し付けた賃貸住宅建設資金貸付金の全額償還に伴い、所要の改正をした

いので提案するものであります。

1

定県第66号議案

の一部を改正する条例
かながわボランタリー活動推進基金21条例



地方税法第37条の 2 第 1 項第 4 号に掲げる寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例

地方税法第37条の 2第 1項第 4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例
（平成24年神奈川県条例第39号）の一部を次のように改正する。
別表特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブオリーブの項を削り、同表に次のように加える。

附 則
1 この条例は、令和 3年 8月 1日から施行する。
2 改正前の別表の規定は、この条例の施行の日前に同表特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティ
ブオリーブの項に規定する特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合について、なおその
効力を有する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
個人県民税の税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定を更新するた

め、所要の改正をしたいので提案するものであります。

2

定県第67号議案

を定める条例の一部を改正する条例
寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等
地方税法第37条の 2第 1項第 4号に掲げる

令和 3年 8月 1日から

令和 8年 7月31日まで

横浜市金沢区柳町 3番地16特定非営利活動法人ワーカーズ・

コレクティブオリーブ



事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

事務処理の特例に関する条例（平成11年神奈川県条例第41号）の一部を次のように改正する。
別表 1の 2の項⑵中「公告し、又はインターネットの利用により」を削り、同表26の項⒅中「⒄ま

で」を「26まで」に改め、同項中⒅を27とし、同項⒄中「⒂まで」を「21まで及び23から25まで」に
改め、同項中⒄を26とし、同項⒃中「⒂まで」を「21まで及び23から25まで」に改め、同項中⒃を22
とし、その次に次のように加える。
23 条例第 110 条の 2第 1項の規定により、条例第52条から第52条の 6までの規定に違反している
者等に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

24 条例第 110 条の 3第 1項の規定により、23に掲げる事務に関し、同項に規定する事項を公表す
ること。

25 条例第 110 条の 3第 2項の規定により、23に掲げる事務に関し、あらかじめ当該勧告を受けた
者に意見を述べる機会を与えること。

別表26の項中⒂を21とし、⑶から⒁までを 6ずつ繰り下げ、⑵の次に次のように加える。
⑶ 条例第52条の 5第 1項の規定により、石綿排出等作業に係る届出を受理すること。
⑷ 条例第52条の 5第 2項の規定により、緊急に行う必要がある場合における石綿排出等作業に係
る届出を受理すること。

⑸ 条例第52条の 6の規定により、石綿排出等作業の完了の報告を受理すること。
⑹ 条例第52条の 7第 1項の規定により、非常の事態の発生の通報を受理すること。
⑺ 条例第52条の 7第 2項の規定により、非常の事態の状況等の報告を受理すること。
⑻ 条例第52条の 7第 3項の規定により、応急の措置その他必要な措置をとるべきことを命ずるこ
と。

別表26の項中「⑵並びに左欄⒃及び⒄」を「⑵に掲げる事務並びに左欄22及び26」に、「左欄⑻から
⒂まで並びに左欄⒃及び⒄のうち⑻から⒂まで」を「左欄⑶から⑻まで及び23から25までに掲げる事
務並びに左欄22及び26のうち⑶から⑻まで及び23から25までに掲げる事務に関するものにあっては相
模原市、平塚市及び藤沢市に限り、左欄⒁から21までに掲げる事務並びに左欄22及び26のうち⒁から
21まで」に改める。

附 則
この条例は、令和 3年10月 1 日から施行する。ただし、別表 1の 2の項の改正規定は、公布の日か

ら施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することに関し、対象事務の追加等をするため、所

要の改正をしたいので提案するものであります。

3

定県第68号議案

改正する条例
事務処理の特例に関する条例の一部を



神奈川県手数料条例の一部を改正する条例

神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第 2号）の一部を次のように改正する。
別表の 6 健康医療局関係の表78の項の次に次のように加える。

別表の 6 健康医療局関係の表80の項及び81の項中「第13条第 1項に規定する医薬品（専ら動物の
ために使用されるものを除く」の次に「。以下この項において同じ」を、「医薬部外品（専ら動物のた
めに使用されるものを除く」の次に「。以下この項において同じ」を、「化粧品の製造業の許可に関す
る証明書」の次に「、同号の規定に基づく医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する医薬
品、医薬部外品若しくは化粧品の製造所の登録に関する証明書」を加え、「又は医薬品医療機器等法施
行令」を「、医薬品医療機器等法施行令」に改め、「修理業の許可に関する証明書」の次に「又は医薬
品医療機器等法施行令第80条第 2項第 7号の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条の 2第 3項に規
定する基準確認証」を加え、「又は医療機器」を「、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造所若し
くは医療機器」に改め、「登録証」の次に「又は基準確認証」を加える。
別表の 6 健康医療局関係の表 113 の項を次のように改める。

別表の 6 健康医療局関係の表 113 の項の次に次のように加える。

4

定県第69号議案

神奈川県手数料条例の一部を改正する条例

1 万1,100円専門医療機関連携
薬局認定申請手数
料

78の 4 医薬品医療機器等法第 6条の 3第 1項の規定に基づ
く専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査

1万1,100円専門医療機関連携
薬局認定更新申請
手数料

78の 5 医薬品医療機器等法第 6条の 3第 5項の規定に基づ
く専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

1万1,100円地域連携薬局認定
更新申請手数料

78の 3 医薬品医療機器等法第 6条の 2第 4項の規定に基づ
く地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

1万1,100円地域連携薬局認定
申請手数料

78の 2 医薬品医療機器等法第 6条の 2第 1項の規定に基づ
く地域連携薬局の認定の申請に対する審査

3万2,400円医薬品の保管のみ
を行う製造所の登
録申請手数料

113 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 3号の規定
に基づく医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定
する医薬品（専ら動物のために使用されるものを除く。）の
保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

3万2,400円化粧品の保管のみ
を行う製造所の登
録申請手数料

113 の 3 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 3号の
規定に基づく医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に
規定する化粧品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対
する審査

3万2,400円医薬部外品の保管
のみを行う製造所
の登録申請手数料

113 の 2 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 3号の
規定に基づく医薬品医療機器等法第13条の2の2 第1項に
規定する医薬部外品（専ら動物のために使用されるものを
除く。）の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審
査



神奈川県手数料条例の一部を改正する条例

別表の 6 健康医療局関係の表118の項⑴中「及び⑷」を「から⑸まで」に、「6万4,000円」を「7
万7,400円」に改め、同項⑵中「及び⑷」を「から⑸まで」に、「 4万 900 円」を「 5万9,000円」に改
め、同項⑶中「限る」を「限り、⑷に掲げるものを除く」に、「 1万8,400円」を「 2万8,300円」に改
め、同項⑷中「 1万8,400円」を「 2万8,300円」に改め、同項中⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加え
る。
⑷ 医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条
の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行うものに限る。）

2万8,300円
別表の 6 健康医療局関係の表119の項⑴中「及び⑷」を「から⑸まで」に、「6万4,000円」を「7
万7,400円」に改め、同項⑵中「及び⑷」を「から⑸まで」に、「 4万900円」を「 5万9,000円」に改め、
同項⑶中「限る」を「限り、⑷に掲げるものを除く」に、「 1万8,400円」を「 2万8,300円」に改め、
同項⑷中「 1万8,400円」を「 2万8,300円」に改め、同項中⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。
⑷ 医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査（製造工程のうち医薬品医療機器等法第
13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行うものに限る。）

2万8,300円
別表の 6 健康医療局関係の表 121 の項⑴中「⑷」を「⑸」に、「12万3,400円」を「14万9,000円」
に改め、同項⑴ア中「ウ」を「ウ及びエ」に、「2,100円」を「3,000円」に改め、同項⑴イ中「ウ」を
「ウ及びエ」に、「1,000円」を「1,500円」に改め、同項⑴ウ中「限る」を「限り、エに掲げるものを除
く」に、「 350 円」を「 500 円」に改め、同項⑴ウの次に次のように加える。
エ 医薬品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行う
ものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 121 の項⑵中「⑷」を「⑸」に、「 8万8,600円」を「10万7,300円」
に改め、同項⑵ア中「イ」を「イ及びウ」に、「1,000円」を「1,500円」に改め、同項⑵イ中「限る」
を「限り、ウに掲げるものを除く」に、「 350 円」を「 500 円」に改め、同項⑵イの次に次のように加
える。

5

2 万3,400円化粧品の保管のみ
を行う製造所の登
録更新申請手数料

113 の 6 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 3号の
規定に基づく医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 4項に
規定する化粧品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申
請に対する審査

2万3,400円医薬部外品の保管
のみを行う製造所
の登録更新申請手
数料

113 の 5 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 3号の
規定に基づく医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 4項に
規定する医薬部外品（専ら動物のために使用されるものを
除く。）の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対
する審査

2万3,400円医薬品の保管のみ
を行う製造所の登
録更新申請手数料

113 の 4 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 3号の
規定に基づく医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 4項に
規定する医薬品（専ら動物のために使用されるものを除
く。）の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対す
る審査



神奈川県手数料条例の一部を改正する条例

ウ 医薬品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行う
ものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表121の項⑶中「限る」を「限り、⑷に該当するものを除く」に、「4

万4,500円に１品目ごとに 350 円」を「 6万3,100円に品目に応じて次に定める金額」に改め、同項⑶に
ア及びイとして次のように加える。
ア 医薬品（製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、イに掲げるものを除
く。） 1品目ごとに

500 円
イ 医薬品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行う
ものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 121 の項⑷中「 4 万4,500円」を「 6 万3,100円」に、「 350 円」を

「 500 円」に改め、同項中⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。
⑷ 医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査（製造工程のうち医薬品医療機器等法
第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行うものに限る。） 6万3,100円に 1品目ごとに 500
円を加えて得た額
別表の 6 健康医療局関係の表 122 の項⑴中「⑷」を「⑸」に、「12万3,400円」を「14万9,000円」
に改め、同項⑴ア中「ウ」を「ウ及びエ」に、「2,100円」を「3,000円」に改め、同項⑴イ中「ウ」を
「ウ及びエ」に、「1,000円」を「1,500円」に改め、同項⑴ウ中「限る」を「限り、エに掲げるものを除
く」に、「 350 円」を「 500 円」に改め、同項⑴ウの次に次のように加える。
エ 医薬部外品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを
行うものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 122 の項⑵中「⑷」を「⑸」に、「 8万8,600円」を「10万7,300円」
に改め、同項⑵ア中「イ」を「イ及びウ」に、「1,000円」を「1,500円」に改め、同項⑵イ中「限る」
を「限り、ウに掲げるものを除く」に、「 350 円」を「 500 円」に改め、同項⑵イの次に次のように加
える。
ウ 医薬部外品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを
行うものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 122の項⑶中「限る」を「限り、⑷に該当するものを除く」に、「4
万4,500円に 1品目ごとに 350 円」を「 6万3,100円に品目に応じて次に定める金額」に改め、同項⑶に
ア及びイとして次のように加える。
ア 医薬部外品（製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、イに掲げるものを除
く。） 1品目ごとに

500 円
イ 医薬部外品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを
行うものに限る。） 1品目ごとに

6
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500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 122 の項⑷中「 4 万4,500円」を「 6 万3,100円」に、「 350 円」を

「 500 円」に改め、同項中⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。
⑷ 医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査（製造工程のうち医薬品医療機器
等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行うものに限る。） 6万3,100円に 1品目ごとに
500 円を加えて得た額
別表の 6 健康医療局関係の表中 127 の15の項を 127 の19の項とし、 127 の 2 の項から 127 の14の

項までを 4ずつ繰り下げ、 127 の項の次に次のように加える。

7

⑴ 無菌医薬品
の製造管理又
は品質管理の
方法の適合性
確認（⑶及び
⑷に該当する
ものを除く。）
14万9,000円
に品目に応じ
て次に定める
金額及び 1万
円に当該確認
に係る製造販
売業者の数を
乗じて得た額
を加えて得た
額
ア 無菌医薬
品（イ及び
ウに掲げる
も の を 除
く。） 1 品
目ごとに
3,000円

イ 医薬品（製
造工程のう
ち包装、表
示又は保管
のみを行う
ものに限り、
ウに掲げる
も の を 除
く。） 1 品
目ごとに

500円
ウ 医薬品（製
造工程のう
ち医薬品医

医薬品製造管理又
は品質管理の方法
の区分適合性確認
申請手数料

127 の 2 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 7号の
規定に基づく医薬品医療機器等法第14条の 2第 1項に規定
する医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認の
申請に対する審査
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療機器等法
第13条の 2
の 2第 1項
に規定する
保管のみを
行うものに
限る。） 1品
目ごとに

500円
⑵ 一般医薬品
の製造管理又
は品質管理の
方法の適合性
確認（⑶及び
⑷に該当する
ものを除く。）
10万7,300円
に品目に応じ
て次に定める
金額及び 1万
円に当該確認
に係る製造販
売業者の数を
乗じて得た額
を加えて得た
額
ア 一般医薬
品（イ及び
ウに掲げる
も の を 除
く。） 1品目
ごとに
1,500円

イ 医薬品（製
造工程のう
ち包装、表
示又は保管
のみを行う
ものに限り、
ウに掲げる
も の を 除
く。） 1品
目ごとに

500円
ウ 医薬品（製
造工程のう
ち医薬品医
療機器等法
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第13条の 2
の 2 第 1項
に規定する
保管のみを
行うものに
限る。） 1
品目ごとに

500円
⑶ 医薬品の製
造管理又は品
質管理の方法
の適合性確認
（製造工程のう
ち包装、表示
又は保管のみ
を行うものに
限る。）（⑷に該
当するものを
除く。） 6万
3,100円に品目
に応じて次に
定める金額及
び1万円に当
該確認に係る
製造販売業者
の数を乗じて
得た額を加え
て得た額
ア 医薬品（製
造工程のう
ち包装、表
示又は保管
のみを行う
ものに限り、
イに掲げる
も の を 除
く。） 1品
目ごとに

500円
イ 医薬品（製
造工程のう
ち医薬品医
療機器等法
第13条の 2
の 2第 1項
に規定する
保管のみを
行うものに
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⑴ 無菌医薬部
外品の製造管
理又は品質管
理の方法の適
合性確認（⑶
及び⑷に該当
するものを除
く。） 14万
9,000円に品目
に応じて次に
定める金額及
び 1万円に当
該確認に係る
製造販売業者
の数を乗じて
得た額を加え
て得た額
ア 無菌医薬
部外品（イ
及びウに掲
げるものを
除く。） 1
品目ごとに
3,000円

医薬部外品製造管
理又は品質管理の
方法の区分適合性
確認申請手数料

127 の 3 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 7号の
規定に基づく医薬品医療機器等法第14条の 2第 1項に規定
する医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確
認の申請に対する審査

限る。） 1
品目ごとに

500円
⑷ 医薬品の製
造管理又は品
質管理の方法
の適合性確認
（製造工程のう
ち医薬品医療
機器等法第13
条の 2 の 2第
1項に規定す
る保管のみを
行うものに限
る。） 6万
3,100円に品目
に応じて 500
円及び1万円
に当該確認に
係る製造販売
業者の数を乗
じて得た額を
加えて得た額
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イ 医薬部外
品（製造工
程のうち包
装、表示又
は保管のみ
を行うもの
に限り、ウ
に掲げるも
のを除く。）
1品目ご

とに
500円

ウ 医薬部外
品（製造工
程のうち医
薬品医療機
器等法第13
条の 2 の 2
第 1項に規
定する保管
のみを行う
も の に 限
る。） 1 品
目ごとに

500円
⑵ 一般医薬部
外品の製造管
理又は品質管
理の方法の適
合性確認（⑶
及び⑷に該当
するものを除
く。） 10万
7,300円に品目
に応じて次に
定める金額及
び1万円に当
該確認に係る
製造販売業者
の数を乗じて
得た額を加え
て得た額
ア 一般医薬
部外品（イ
及びウに掲
げるものを
除く。） 1
品目ごとに
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1,500円
イ 医薬部外
品（製造工
程のうち包
装、表示又
は保管のみ
を行うもの
に限り、ウ
に掲げるも
のを除く。）
1 品目ご

とに
500円

ウ 医薬部外
品（製造工
程のうち医
薬品医療機
器等法第13
条の 2 の 2
第 1項に規
定する保管
のみを行う
も の に 限
る。） 1 品
目ごとに

500円
⑶ 医薬部外品
の製造管理又
は品質管理の
方法の適合性
確認（製造工
程のうち包装、
表示又は保管
のみを行うも
のに限る。）（⑷
に該当するも
のを除く。）
6万3,100円に
品目に応じて
次に定める金
額及び1万円
に当該確認に
係る製造販売
業者の数を乗
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じて得た額を
加えて得た額
ア 医薬部外
品（製造工
程のうち包
装、表示又
は保管のみ
を行うもの
に限り、イ
に掲げるも
のを除く。）
1品目ご

とに
500円

イ 医薬部外
品（製造工
程のうち医
薬品医療機
器等法第13
条の 2 の 2
第 1項に規
定する保管
のみを行う
も の に 限
る。） 1品
目ごとに

500円
⑷ 医薬部外品
の製造管理又
は品質管理の
方法の適合性
確認（製造工
程のうち医薬
品医療機器等
法第13条の2
の 2第1項 に
規定する保管
のみを行うも
のに限る。）
6万3,100円
に品目に応じ
て 500 円及び
1万円に当該
確認に係る製
造販売業者の
数を乗じて得
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⑴ 無菌医薬品
の製造管理又
は品質管理の
方法の適合性
確認（⑶から
⑸までに掲げ
るものを除
く。）
7万7,400円

⑵ 一般医薬品
の製造管理又
は品質管理の
方法の適合性
確認（⑶から
⑸までに掲げ
るものを除
く。）
5万9,000円

⑶ 医薬品の製
造管理又は品
質管理の方法
の適合性確認
（製造工程の
うち包装、表
示又は保管の
みを行うもの
に限り、⑷に
掲げるものを
除く。）
2万8,300円

⑷ 医薬品の製
造管理又は品
質管理の方法
の適合性確認
（製造工程の
うち医薬品医
療機器等法第
13条の2 の 2
第 1項に規定
する保管のみ
を行うものに
限る。）
2万8,300円

変更計画に係る医
薬品製造管理又は
品質管理の方法の
適合性確認申請手
数料

127 の 4 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 7号
の規定に基づく医薬品医療機器等法第14条の 7の 2第 3項
に規定する変更計画に係る医薬品の製造管理又は品質管理
の方法の適合性確認の申請に対する審査

た額を加えて
得た額
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⑸ 医薬品の製
造管理又は品
質管理の方法
の適合性確認
（製造所以外の
施設における
試験検査に係
るものに限
る。）
2万8,300円

⑴ 無菌医薬部
外品の製造管
理又は品質管
理の方法の適
合性確認（⑶
から⑸までに
掲げるものを
除く。）
7万7,400円

⑵ 一般医薬部
外品の製造管
理又は品質管
理の方法の適
合性確認（⑶
から⑸までに
掲げるものを
除く。）
5万9,000円

⑶ 医薬部外品
の製造管理又
は品質管理の
方法の適合性
確認（製造工
程のうち包装、
表示又は保管
のみを行うも
のに限り、⑷
に掲げるもの
を除く。）
2万8,300円

⑷ 医薬部外品
の製造管理又
は品質管理の
方法の適合性
確認（製造工
程のうち医薬
品医療機器等

変更計画に係る医
薬部外品製造管理
又は品質管理の方
法の適合性確認申
請手数料

127 の 5 医薬品医療機器等法施行令第80条第 2項第 7号の
規定に基づく医薬品医療機器等法第14条の 7の 2第 3項に
規定する変更計画に係る医薬部外品の製造管理又は品質管
理の方法の適合性確認の申請に対する審査
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別表の 6 健康医療局関係の表 139 の項⑴中「及び⑷」を「から⑸まで」に、「 6万4,000円」を「 7
万7,400円」に改め、同項⑵中「及び⑷」を「から⑸まで」に、「 4万900円」を「 5万9,000円」に改め、
同項⑶中「限る」を「限り、⑷に掲げるものを除く」に、「 1万8,400円」を「 2万8,300円」に改め、
同項⑷中「 1万8,400円」を「 2万8,300円」に改め、同項中⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。
⑷ 輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査（製造工程のうち医薬品医療機器等
法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行うものに限る。）

2万8,300円
別表の 6 健康医療局関係の表 140 の項⑴中「及び⑷」を「から⑸まで」に、「 6万4,000円」を「 7
万7,400円」に改め、同項⑵中「及び⑷」を「から⑸まで」に、「 4万900円」を「 5万9,000円」に改め、
同項⑶中「限る」を「限り、⑷に掲げるものを除く」に、「 1万8,400円」を「 2万8,300円」に改め、
同項⑷中「 1万8,400円」を「 2万8,300円」に改め、同項中⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。
⑷ 輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査（製造工程のうち医薬品医療機
器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行うものに限る。）

2万8,300円
別表の 6 健康医療局関係の表 142 の項⑴中「⑷」を「⑸」に、「12万3,400円」を「14万9,000円」
に改め、同項⑴ア中「ウ」を「ウ及びエ」に、「2,100円」を「3,000円」に改め、同項⑴イ中「ウ」を
「ウ及びエ」に、「1,000円」を「1,500円」に改め、同項⑴ウ中「限る」を「限り、エに掲げるものを除
く」に、「 350 円」を「 500 円」に改め、同項⑴ウの次に次のように加える。
エ 輸出用の医薬品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管の
みを行うものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 142 の項⑵中「⑷」を「⑸」に、「 8万8,600円」を「10万7,300円」
に改め、同項⑵ア中「イ」を「イ及びウ」に、「1,000円」を「1,500円」に改め、同項⑵イ中「限る」
を「限り、ウに掲げるものを除く」に、「 350 円」を「 500 円」に改め、同項⑵イの次に次のように加
える。

16

法第13条の 2
の 2第 1項 に
規定する保管
のみを行うも
のに限る。）
2万8,300円

⑸ 医薬部外品
の製造管理又
は品質管理の
方法の適合性
確認（製造所
以外の施設に
おける試験検
査に係るもの
に限る。）
2万8,300円
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ウ 輸出用の医薬品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管の
みを行うものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 142 の項⑶中「限る」を「限り、⑷に該当するものを除く」に、「 4
万4,500円に 1品目ごとに 350 円」を「 6万3,100円に品目に応じて次に定める金額」に改め、同項⑶に
ア及びイとして次のように加える。
ア 輸出用の医薬品（製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、イに掲げるもの
を除く。） 1品目ごとに

500 円
イ 輸出用の医薬品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管の
みを行うものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 142 の項⑷中「 4 万4,500円」を「 6 万3,100円」に、「 350 円」を

「 500 円」に改め、同項中⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。
⑷ 輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査（製造工程のうち医薬品医療
機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行うものに限る。） 6万3,100円に 1品目ご
とに 500 円を加えて得た額
別表の 6 健康医療局関係の表 143 の項⑴中「⑷」を「⑸」に、「12万3,400円」を「14万9,000円」
に改め、同項⑴ア中「ウ」を「ウ及びエ」に、「2,100円」を「3,000円」に改め、同項⑴イ中「ウ」を
「ウ及びエ」に、「1,000円」を「1,500円」に改め、同項⑴ウ中「限る」を「限り、エに掲げるものを除
く」に、「 350 円」を「 500 円」に改め、同項⑴ウの次に次のように加える。
エ 輸出用の医薬部外品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保
管のみを行うものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 143 の項⑵中「⑷」を「⑸」に、「 8万8,600円」を「10万7,300円」
に改め、同項⑵ア中「イ」を「イ及びウ」に、「1,000円」を「1,500円」に改め、同項⑵イ中「限る」
を「限り、ウに掲げるものを除く」に、「 350 円」を「 500 円」に改め、同項⑵イの次に次のように加
える。
ウ 輸出用の医薬部外品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保
管のみを行うものに限る。） 1品目ごとに

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 143 の項⑶中「限る」を「限り、⑷に該当するものを除く」に、「 4
万4,500円に 1品目ごとに 350 円」を「 6万3,100円に品目に応じて次に定める金額」に改め、同項⑶に
ア及びイとして次のように加える。
ア 輸出用の医薬部外品（製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、イに掲げる
ものを除く。） 1品目ごとに

500 円
イ 輸出用の医薬部外品（製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保
管のみを行うものに限る。） 1品目ごとに
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神奈川県手数料条例の一部を改正する条例

500 円
別表の 6 健康医療局関係の表 143 の項⑷中「 4 万4,500円」を「 6 万3,100円」に、「 350 円」を

「 500 円」に改め、同項中⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。
⑷ 輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査（製造工程のうち医薬品
医療機器等法第13条の 2の 2第 1項に規定する保管のみを行うものに限る。） 6万3,100円に 1品
目ごとに 500 円を加えて得た額
別表の 6 健康医療局関係の表 144 の項を次のように改める。

別表の 6 健康医療局関係の表中 144 の 2 の項を削り、 146 の 3 の項を 146 の 5 の項とし、 146 の
2 の項を 146 の 4 の項とし、 146 の項の次に次のように加える。

別表の 6 健康医療局関係の表 165 の 3 の項及び 165 の 4 の項を削る。
附 則

（施行期日）
1 この条例は、令和 3年 8月 1日から施行する。ただし、別表の 6 健康医療局関係の表 144 の項
及び 144 の 2 の項の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）
2 この条例の施行の際現に申請書の受理をしているものに係る手数料（改正後の別表の 6 健康医
療局関係の表 118 の項、119 の項、121 の項、122 の項、139 の項、140 の項、142 の項及び 143 の
項に掲げるものに限る。）については、なお従前の例による。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正等に伴い、医薬品

製造管理又は品質管理の方法の区分適合性確認申請手数料等を新設するなど、所要の改正をしたいの
で提案するものであります。

18

144 削除

2,900円地域連携薬局認定
証又は専門医療機
関連携薬局認定証
の再交付手数料

146 の 3 医薬品医療機器等法施行令第 2条の 9第 1項の規
定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定
証の再交付

2,000円地域連携薬局認定
証又は専門医療機
関連携薬局認定証
の書換え交付手数
料

146 の 2 医薬品医療機器等法施行令第 2条の 8第 1項の規
定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定
証の書換え交付



神奈川県県税条例の一部を改正する条例

神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県条例第26号）の一部を次のように改正する。
第17条第 1項中「若しくは個別帰属益金額」及び「若しくは個別帰属損金額」を削り、同条第 2項第
2号中「又は同号」を「、同号」に改め、「発電事業等」という。）」の次に「又は同号に規定する特定
卸供給事業（以下「特定卸供給事業」という。）」を加える。
第18条第 2項及び第 3項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に改める。
第35条第 3項中「であつて、知事の承認を受けたときは、当該承認を受けた」を「には、当該」に、

「承認を受けた帳簿の」を「帳簿の」に改め、同条第 4項を削り、同条第 5項中「第 3項の承認を受け
ている」を「前項の規定により備付け及び保存が行われている」に改め、同項を同条第 4項とする。
附則第 8項中「又は各連結事業年度分」を削る。
附則第 9項中「又は個別帰属法人税額」及び「又は各連結事業年度分」を削る。
附則第10項中「又は個別帰属法人税額」を削る。
附則第11項中「又は個別帰属法人税額」及び「又は当該個別帰属法人税額」を削る。
附則第13項中「又は個別帰属法人税額」を削る。
附則第15項第 2号及び第 3号中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に改め

る。
附 則

（施行期日）
1 この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。ただし、第35条の改正規定及び附則第 5項の規定
は、同年 1月 1日から施行する。

（法人の事業税に関する経過措置）
2 改正後の第17条第 1項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する
事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和 2年法律第 8号。以下「所得税法等改正法」とい
う。）第 3条の規定（所得税法等改正法附則第 1条第 5号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正
前の法人税法（昭和40年法律第34号。以下「旧法人税法」という。）第 2条第12号の 7に規定する連
結子法人（以下「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（旧法人税法第15条の 2第 1項に規
定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。）が施行日前に開始した事業年度を除く。）に係る法
人の事業税について適用する。
3 施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度
を含む。）に係る法人の事業税については、改正前の第17条第 1項の規定は、なおその効力を有する。
4 改正後の第17条第 2項第 2号、第18条第 2項及び第 3項並びに附則第15項第 2号及び第 3号の規
定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事
業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

（帳簿の保存方法等の特例に関する経過措置）
5 改正後の第35条第 3項及び第 4項の規定は、令和 4年 1月 1日以後に備付けを開始する帳簿につ
いて適用する。
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定県第59号議案定県第70号議案

神奈川県県税条例の一部を改正する条例



神奈川県県税条例の一部を改正する条例

（法人の県民税に関する経過措置）
6 改正後の附則第 8項から第11項まで及び第13項の規定は、施行日以後に開始する事業年度（連結
子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の県民税について
適用する。
7 施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度
を含む。）分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度（旧法人税法第15条の 2第 1項に
規定する連結事業年度をいう。以下同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始し
た連結事業年度を含む。）分の法人の県民税については、改正前の附則第 8項から第11項まで及び第
13項の規定は、なおその効力を有する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
地方税法の一部改正に伴い、法人の事業税を課する事業に配電事業及び特定卸供給事業を追加する

など、所要の改正をしたいので提案するものであります。
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婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第 2号）の一部を
次のように改正する。
第12条中「第 6条第 6号」を「第 6条第 6項」に改める。
本則に次の 1条を加える。

（電磁的記録）
第18条 婦人保護施設は、この条例の規定による作成、保存その他これらに類するもののうち、この
条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知
覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において
同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電
磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができ
る。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので提案するも

のであります。
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定県第71号議案

を定める条例の一部を改正する条例
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準



地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例

地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第 6号）
の一部を次のように改正する。
本則に次の 1条を加える。

（電磁的記録等）
第22条 地域活動支援センター及びその職員は、この条例の規定による記録、保存その他これらに類
するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その
他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい
う。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（次項に規定するもの
を除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
2 地域活動支援センター及びその職員は、この条例の規定による説明、同意その他これらに類する
もの（以下「説明等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規定され、又は想定さ
れるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合
には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子
的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることがで
きる。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので提

案するものであります。
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定県第72号議案

る条例
関する基準を定める条例の一部を改正す
地域活動支援センターの設備及び運営に



福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第12号）の一部を次
のように改正する。
本則に次の 1条を加える。

（電磁的記録等）
第20条 福祉ホーム及びその職員は、この条例の規定による記録、保存その他これらに類するものの
うち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図
形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この
条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）につ
いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。）により行うことができる。
2 福祉ホーム及びその職員は、この条例の規定による説明、同意その他これらに類するもの（以下
「説明等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規定され、又は想定されるものに
ついては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利
用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁
気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
福祉ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので提案するもの

であります。
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定県第73号議案

を定める条例の一部を改正する条例
福祉ホームの設備及び運営に関する基準



児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第 5号）の一部を
次のように改正する。

目次中「附則」を
「第15章 雑則（第 112 条）

に改める。
附則 」

第81条第 5項中「児童40人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施
設にあっては調理員」を「第 1項各号に掲げる施設及び場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め
る職員」に改める。
本則に次の 1章を加える。
第15章 雑則

（電磁的記録）
第 112 条 児童福祉施設及びその職員は、この条例の規定による記録、作成その他これらに類するも
ののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、
図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ
の条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるものについては、書面に代えて、当該
書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行
うことができる。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので提案するも

のであります。
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定県第74号議案

を定める条例の一部を改正する条例
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準



指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例の一部を改正する条例

指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例
第 7号）の一部を次のように改正する。

目次中「附則」を
「第 8章 雑則（第93条）

に改める。
附則 」

第 6条第 5項中「第 2項」を「前 2項」に改める。
第 7条第 7項中「及び第 4項第 1号」を「、第 4項第 1号及び次項」に改める。
第73条第 5項中「第 2項」を「前 2項」に改める。
本則に次の 1章を加える。
第 8章 雑則

（電磁的記録等）
第93条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、この条例の規定による作成、保存その他こ
れらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、
複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体
物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第14条第 1項
（第55条の 5、第59条、第71条、第78条、第78条の 2、第81条、第81条の 9及び第89条において準用
する場合を含む。）、第18条（第55条の 5、第59条、第71条、第78条、第78条の 2、第81条、第81条の
9及び第89条において準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に
代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい
う。）により行うことができる。
2 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、この条例の規定による交付、説明、同意その他
これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規定さ
れ、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障
害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児
の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法
その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治
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を改正する条例
運営に関する基準等を定める条例の一部
指定通所支援の事業等の人員、設備及び



指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例の一部を改正する条例

（提案理由）
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたい

ので提案するものであります。
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指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例の一部を改正する条例

指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例
第 8号）の一部を次のように改正する。

目次中「附則」を
「第 4章 雑則（第59条）

に改める。
附則 」

本則に次の 1章を加える。
第 4章 雑則

（電磁的記録等）
第59条 指定障害児入所施設等及びその従業者は、この条例の規定による作成、保存その他これらに
類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ
の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい
う。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第11条（第58条にお
いて準用する場合を含む。）、第15条第 1項（第58条において準用する場合を含む。）及び次項に規定
するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方
式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
2 指定障害児入所施設等及びその従業者は、この条例の規定による交付、説明、同意その他これら
に類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規定され、又
は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又
は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害
の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他
人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたい

ので提案するものであります。
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を改正する条例
運営に関する基準等を定める条例の一部
指定障害児入所施設等の人員、設備及び



指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈
川県条例第 9号）の一部を次のように改正する。

目次中「附則」を
「第18章 雑則（第 209 条）

に改める。
附則 」

第 208 条第 1項中「特例介護給付費」と、」を「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、」に改め
る。
本則に次の 1章を加える。
第18章 雑則

（電磁的記録等）
第 209 条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、この条例の規定による作成、保存その他
これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、
複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体
物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第11条第 1項
（第44条第 1項及び第 2項、第44条の 4、第49条第 1項及び第 2項、第95条、第95条の 5、第 123 条、
第 149 条、第 149 条の 4、第 159 条、第 159 条の 4、第 172 条、第 185 条、第 190 条、第 194 条、第
194 条の12、第 194 条の20並びに前条第 1項において準用する場合を含む。）、第15条（第44条第 1項
及び第 2 項、第44条の 4 、第49条第 1 項及び第 2 項、第78条、第95条、第95条の 5 、第 110 条、第
110 条の 4、第 123 条、第 149 条、第 149 条の 4、第 159 条、第 159 条の 4、第 172 条、第 185 条、
第 190 条、第 194 条、第 194 条の12、第 194 条の20、第 201 条、第 201 条の11、第 201 条の22並びに
前条第 1項において準用する場合を含む。）、第54条第 1項、第 104 条第 1項（第 110 条の 4におい
て準用する場合を含む。）、第 198 条の 3第 1項（第 201 条の11及び第 201 条の22において準用する
場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的
記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、この条例の規定による交付、説明、同意、締結そ
の他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規
定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方
が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代え
て、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法を
いう。）によることができる。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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例の一部を改正する条例
設備及び運営に関する基準等を定める条
指定障害福祉サービスの事業等の人員、



指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正

をしたいので提案するものであります。
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指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例の一部を改正する条例

指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第
10号）の一部を次のように改正する。

目次中「附則」を
「第 3章 雑則（第62条）

に改める。
附則 」

本則に次の 1章を加える。
第 3章 雑則

（電磁的記録等）
第62条 指定障害者支援施設及びその従業者は、この条例の規定による作成、保存その他これらに類
するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その
他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい
う。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第12条第 1項、第16
条及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
2 指定障害者支援施設及びその従業者は、この条例の規定による交付、説明、同意、締結その他これ
らに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規定され、
又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者
である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的
方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によ
ることができる。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたい

ので提案するものであります。
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部を改正する条例
運営に関する基準等を定める条例の一
指定障害者支援施設の人員、設備及び



障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第11号）
の一部を次のように改正する。

目次中「附則」を
「第10章 雑則（第91条）

に改める。
附則 」

本則に次の 1章を加える。
第10章 雑則

（電磁的記録等）
第91条 障害福祉サービス事業者及びその職員は、この条例の規定による作成、保存その他これらに
類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ
の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい
う。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（次項に規定するもの
を除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
2 障害福祉サービス事業者及びその職員は、この条例の規定による交付、説明、同意、締結その他こ
れらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規定され、
又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者
である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的
方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によ
ることができる。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので提

案するものであります。
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る条例
関する基準を定める条例の一部を改正す
障害福祉サービス事業の設備及び運営に



障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第13号）の一部
を次のように改正する。

目次中「附則」を
「第 3章 雑則（第46条）

に改める。
附則 」

本則に次の 1章を加える。
第 3章 雑則

（電磁的記録等）
第46条 障害者支援施設及びその職員は、この条例の規定による作成、保存その他これらに類するも
ののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、
図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ
の条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）に
ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。）により行うことができる。
2 障害者支援施設及びその職員は、この条例の規定による交付、説明、同意、締結その他これらに類
するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規定され、又は想
定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である
場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電
子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることが
できる。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので提案する

ものであります。
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基準を定める条例の一部を改正する条例
障害者支援施設の設備及び運営に関する



保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第 3号）の一部を次
のように改正する。

目次中「附則」を
「第 3章 雑則（第38条）

に改める。
附則 」

第 7条の次に次の 2条を加える。
（就業環境の整備）
第 7条の 2 救護施設等は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な
言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職
員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな
い。

（業務継続計画の策定等）
第 7条の 3 救護施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行
うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策
定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定
期的に実施しなければならない。
3 救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う
ものとする。
第 8条に次の 1項を加える。
3 救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努
めなければならない。
第 9条第 2項中「感染症」の次に「又は食中毒」を加え、「必要な措置を講ずるよう努めなければ」
を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
⑴ 当該救護施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委
員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。）を定期的
に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

⑵ 当該救護施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ
と。

⑶ 当該救護施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研
修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

本則に次の 1章を加える。
第 3章 雑則

（電磁的記録）
第38条 救護施設等は、この条例の規定による作成、保存その他これらに類するもののうち、この条
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定める条例の一部を改正する条例
保護施設等の設備及び運営に関する基準を



保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚
によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同
じ。）で行うことが規定され、又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁
的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ
る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができ
る。
附 則

（施行期日）
1 この条例は、令和 3年 8月 1日から施行する。ただし、本則に 1章を加える改正規定は、公布の
日から施行する。

（業務継続計画の策定等に関する経過措置）
2 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和 6年 3月31日までの間、改正後の保護施
設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第 7条の 3（第37条にお
いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努め
なければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは
「行うよう努める」とする。
（感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に関する経過措置）
3 施行日から令和 6年 3月31日までの間、新条例第 9条第 2項（第37条において準用する場合を含
む。）の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の一部改正等に伴い、

所要の改正をしたいので提案するものであります。
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警察組織に関する条例の一部を改正する条例

警察組織に関する条例（昭和29年神奈川県条例第28号）の一部を次のように改正する。
別表神奈川県緑警察署の項位置の欄中「横浜市緑区台村町 135 番地の14」を「横浜市緑区中山 4丁

目36番13号」に改める。
附 則

この条例は、公布の日から起算して 5月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から
施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
緑警察署の庁舎新築移転に伴い、所要の改正をしたいので提案するものであります。
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条例
警察組織に関する条例の一部を改正する



高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例（平成25年神
奈川県条例第28号）の一部を次のように改正する。
第 2条第 1号ア中「もの」の次に「（当該表示を開始したこと又は当該表示を継続していることに関
する情報を当該視覚障害者が使用する通信端末機器に送信することができるものを含む。）」を加える。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の一部改正を

踏まえ、信号機に関する基準に、スマートフォン等の通信端末機器に対して歩行者用青信号の表示に
関する情報を送信する機能を追加することに関し、所要の改正をしたいので提案するものでありま
す。
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める条例の一部を改正する条例
促進に係る信号機等に関する基準を定
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の



動産の取得について

動産買入れのため、次により契約を締結するものとする。
1 品 目 イナビル吸入粉末剤20mg 行政備蓄用
2 契 約 者 名 第一三共株式会社

代表取締役社長 眞 鍋 淳
3 契 約 金 額 2億4,068万1,914円

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
新型インフルエンザ対策に係る行政備蓄用抗インフルエンザウイルス薬（イナビル）買入れのため

契約を締結したいので、議会の議決に付すべき事件等に関する条例第 3条第 1項の規定により提案す
るものであります。
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動産の取得について

動産買入れのため、次により契約を締結するものとする。
1 品 目 タミフルカプセル75 100 カプセル（ＰＴＰ）備蓄用
2 契 約 者 名 中外製薬株式会社

営業本部長 日 高 伸 二
3 契 約 金 額 2億1,513万2,896円

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
新型インフルエンザ対策に係る行政備蓄用抗インフルエンザウイルス薬（タミフルカプセル）買入

れのため契約を締結したいので、議会の議決に付すべき事件等に関する条例第 3条第 1項の規定によ
り提案するものであります。
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動産の取得について

動産買入れのため、次により契約を締結するものとする。
1 品 目 書架
2 契 約 者 名 丸善雄松堂株式会社

代表取締役 矢 野 正 也
3 契 約 金 額 2億5,740万円

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
書架買入れのため契約を締結したいので、議会の議決に付すべき事件等に関する条例第 3条第 1項

の規定により提案するものであります。

39

定県第59号議案定県第86号議案

動産の取得について



指定管理者の指定について

塚山公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 塚山公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・県立塚山公園保存会グループ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
塚山公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案するも

のであります。
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指定管理者の指定について

保土ケ谷公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 保土ケ谷公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・サカタのタネグループ・オーチュー共同事業体
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
保土ケ谷公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案す

るものであります。
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指定管理者の指定について

三ツ池公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 三ツ池公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・石勝エクステリア・サカタのタネＧＳグループ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
三ツ池公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案する

ものであります。
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指定管理者の指定について

葉山公園及びはやま三ヶ岡山緑地の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 葉山公園及びはやま三ヶ岡山緑地
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 三菱電機ライフサービス株式会社
⑵ 主たる事務所の所在地 東京都港区芝公園二丁目 4番 1号芝パークビルＢ館 7Ｆ
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
葉山公園及びはやま三ヶ岡山緑地の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項

の規定により提案するものであります。
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指定管理者の指定について

湘南海岸公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 湘南海岸公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 株式会社湘南なぎさパーク
⑵ 主たる事務所の所在地 藤沢市鵠沼橘一丁目 2番 7号藤沢トーセイビル 5Ｆ
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
湘南海岸公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案す

るものであります。

44

定県第59号議案定県第91号議案

指定管理者の指定について



指定管理者の指定について

城ケ島公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 城ケ島公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 三浦市観光協会・湯山造園土木・京浜急行電鉄グループ
⑵ 主たる事務所の所在地 三浦市南下浦町上宮田1450番地 4
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
城ケ島公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案する

ものであります。
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指定管理者の指定について

恩賜箱根公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 恩賜箱根公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・ランドフローラ・小田急箱根ＨＤグループ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
恩賜箱根公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案す

るものであります。
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指定管理者の指定について

辻堂海浜公園及び湘南汐見台公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 辻堂海浜公園及び湘南汐見台公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 公園協会・オーチュー・サカタのタネ・小田急電鉄共同事業体
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
辻堂海浜公園及び湘南汐見台公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項

の規定により提案するものであります。
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指定管理者の指定について

観音崎公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 観音崎公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・京急サービス共同事業体
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
観音崎公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案する

ものであります。

48

定県第59号議案定県第95号議案

指定管理者の指定について



指定管理者の指定について

東高根森林公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 東高根森林公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 株式会社石勝エクステリア
⑵ 主たる事務所の所在地 東京都世田谷区玉川二丁目 2番 1号
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
東高根森林公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案

するものであります。
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指定管理者の指定について

相模原公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 相模原公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・サカタのタネ・サカタのタネＧＳグループ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
相模原公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案する

ものであります。
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指定管理者の指定について

大磯城山公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 大磯城山公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・湘南造園グループ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
大磯城山公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案す

るものであります。
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指定管理者の指定について

七沢森林公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 七沢森林公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 公益財団法人神奈川県公園協会
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
七沢森林公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案す

るものであります。
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指定管理者の指定について

四季の森公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 四季の森公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・大和情報サービス・サカタのタネＧＳグループ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
四季の森公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案す

るものであります。
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指定管理者の指定について

座間谷戸山公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 座間谷戸山公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 公益財団法人神奈川県公園協会
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
座間谷戸山公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案

するものであります。
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指定管理者の指定について

津久井湖城山公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 津久井湖城山公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・サカタのタネグリーンサービスグループ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
津久井湖城山公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提

案するものであります。
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指定管理者の指定について

茅ケ崎里山公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 茅ケ崎里山公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・小田急ビルサービスグループ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
茅ケ崎里山公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案

するものであります。
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指定管理者の指定について

あいかわ公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 あいかわ公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
⑵ 主たる事務所の所在地 愛甲郡清川村宮ケ瀬940-4番地
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
あいかわ公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案す

るものであります。
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指定管理者の指定について

おだわら諏訪の原公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 おだわら諏訪の原公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 おだわら諏訪の原公園パートナーズ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市磯子区杉田四丁目 5番10号
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
おだわら諏訪の原公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定によ

り提案するものであります。
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指定管理者の指定について

境川遊水地公園の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 境川遊水地公園
2 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 神奈川県公園協会・サカタのタネグリーンサービスグループ
⑵ 主たる事務所の所在地 横浜市中区扇町三丁目 8番地 8
3 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
境川遊水地公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により提案

するものであります。
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指定管理者の指定について

県営住宅（横浜等地域）の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 県営住宅（横浜等地域）
2 施 設 の 所 在 地 横浜市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、

厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、二宮町及び
山北町

3 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 株式会社東急コミュニティー
⑵ 主たる事務所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目10番 1 号
4 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
県営住宅（横浜等地域）の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定に

より提案するものであります。
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指定管理者の指定について

県営住宅（川崎地域）の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 県営住宅（川崎地域）
2 施 設 の 所 在 地 川崎市
3 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 株式会社東急コミュニティー
⑵ 主たる事務所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目10番 1 号
4 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
県営住宅（川崎地域）の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定によ

り提案するものであります。
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指定管理者の指定について

県営住宅（相模原等地域）の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 県営住宅（相模原等地域）
2 施 設 の 所 在 地 相模原市、座間市及び愛川町
3 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 株式会社東急コミュニティー
⑵ 主たる事務所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目10番 1 号
4 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
県営住宅（相模原等地域）の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定

により提案するものであります。
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指定管理者の指定について

厚生住宅及び県営住宅（横須賀三浦地域）の指定管理者を次により指定するものとする。
1 施 設 の 名 称 厚生住宅及び県営住宅（横須賀三浦地域）
2 施 設 の 所 在 地 横須賀市、逗子市、三浦市及び葉山町
3 指 定 管 理 者
⑴ 名 称 株式会社東急コミュニティー
⑵ 主たる事務所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目10番 1 号
4 指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
厚生住宅及び県営住宅（横須賀三浦地域）の指定管理者を指定したいので、地方自治法第 244 条の
2第 6項の規定により提案するものであります。
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和解について

民事訴訟法第89条に基づく和解をするものとする。
1 件 名 平塚児童相談所一時保護所における一時保護中の児童間の暴行事案に伴う損害

賠償請求事件に係る和解
2 和解の相手方 県内在住 個人 ほか 1名
3 和 解 金 額 40万円

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
平塚児童相談所一時保護所における一時保護中の児童間の暴行事案に伴う損害賠償請求事件につい

て、民事訴訟法第89条により横浜地方裁判所小田原支部から和解勧告があり、これに応じたいので提
案するものであります。
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和解について

民事訴訟法第89条に基づく和解をするものとする。
1 件 名 県警察職員による証拠品の所有者への交付時における過失に伴う損害賠償請求

事件に係る和解
2 和解の相手方 県内在住 個人
3 和 解 金 額 50万円

令和 3年 6月15日提出

神奈川県知事 黒 岩 祐 治

（提案理由）
県警察職員による証拠品の所有者への交付時における過失に伴う損害賠償請求事件について、民事

訴訟法第89条により横浜地方裁判所から和解勧告があり、これに応じたいので提案するものでありま
す。
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